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平成19年12月14日に提出いたしました第121期中（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日）半

期報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため半期報告書の訂正報

告書を提出するものであります。 

  

第一部 企業情報 

 第２ 事業の概況 

  １ 業績等の概要 

  

訂正箇所は  を付して表示しております。 

  

（訂正前） 

・業績 

（中略） 

また、事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。なお、以下に記載の金額は内部取引

相殺前の金額であり、課税取引については消費税及び地方消費税を含んでおりません。  

  

 銀行業では、資金運用収益中の貸出金利息等を中心に、経常収益が前中間連結会計期間比3,773百万

円増収の46,788百万円、経常費用は資金調達費用中の預金利息等の増加により同2,848百万円増加して

38,040百万円となり、経常利益は同924百万円増益の8,747百万円となりました。  

 リース・投資事業では、平成18年10月にShiga Preferred Capital Cayman Limited を設立したこと

により、経常収益が前中間連結会計期間比466百万円増加の4,375百万円となりました。経常費用は同

263百万円増加して3,940百万円となり、経常利益は435百万円と同202百万円の増益となりました。  

 クレジットカード事業では、経常収益が前中間連結会計期間比13百万円増収の1,062百万円、経常費

用は利息返還損失引当金の積増しにより、同209百万円増加の1,120百万円となったため、経常損失は57

百万円と同195百万円の減益となりました。  

 事務代行事業では、経常収益が前中間連結会計期間比21百万円増収の758百万円、経常費用は同11百

万円減少の696百万円となり、経常利益は同32百万円増益の61百万円となりました。 

 信用保証事業では、経常収益が前中間連結会計期間比93百万円増収の291百万円、経常費用は同26百

万円減少の56百万円となり、経常利益は同120百万円増益の235百万円となりました。  

 その他の事業では、経常収益はほぼ前中間連結会計期間並みの水準となりましたが、経常費用が営業

経費の増加で29百万円増加したため、経常損失は14百万円となり、同29百万円の減益となりました。 

１ 【半期報告書の訂正報告書の提出理由】

２ 【訂正事項】

３ 【訂正箇所】

第一部 【企業情報】

 第２ 【事業の状況】

   １  【業績等の概要】



（以下省略） 

  

（訂正後） 

・業績 

（中略） 

また、事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。なお、以下に記載の金額は各セグメ

ント間の内部取引相殺前の金額であり、課税取引については消費税及び地方消費税を含んでおりませ

ん。 また、前期との比較数値については、前期においては同一セグメント内の取引金額を含んだ数値

であります。 

 

 銀行業では、資金運用収益中の貸出金利息等を中心に、経常収益が前中間連結会計期間比3,733百万

円増収の46,748百万円、経常費用は資金調達費用中の預金利息等の増加により同2,809百万円増加して

38,001百万円となり、経常利益は同924百万円増益の8,747百万円となりました。  

 リース・投資事業では、平成18年10月にShiga Preferred Capital Cayman Limited を設立したこと

により、経常収益が前中間連結会計期間比466百万円増加の4,375百万円となりました。経常費用は同

263百万円増加して3,940百万円となり、経常利益は435百万円と同202百万円の増益となりました。  

 クレジットカード事業では、経常収益が前中間連結会計期間比12百万円増収の1,061百万円、経常費

用は利息返還損失引当金の積増しにより、同198百万円増加の1,109百万円となったため、経常損失は47

百万円と同185百万円の減益となりました。  

 事務代行事業では、経常収益が前中間連結会計期間比５百万円減収の730百万円、経常費用は同14百

万円減少の693百万円となり、経常利益は同９百万円増益の37百万円となりました。 

 信用保証事業では、経常収益が前中間連結会計期間比93百万円増収の291百万円、経常費用は同40百

万円減少の42百万円となり、経常利益は同134百万円増益の249百万円となりました。  

 その他の事業では、経常収益は前中間連結会計期間比10百万円減収の318百万円、経常費用が営業経

費の増加で21百万円増加の335百万円となったため、経常損失は16百万円となり、同31百万円の減益と

なりました。 

（以下省略） 


